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大阪市工業用水道事業への公共施設等運営権制度活⽤について
－導入可能性調査の実施－
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第１章 官⺠連携の必要性 1-(1) 課題解決策と必要なノウハウ

経営課題

給水収益の減少

⽼朽化による
更新需要の増大

課題解決に必要なノウハウ課題解決策

コスト縮減
・更新投資の抑制
・固定費の削減

・本事業が抱える経営課題には、給水収益の減少と⽼朽化による更新需要の増⼤があり、それらを解決
するためには、⽔需要の減少に⻭⽌めをかけて収益性の向上を図り、さらに、現状の安定供給を維持
しながら更新投資額や固定費に関するコスト縮減が不可⽋となる。
・そのためには、大阪の経済動向やお客さまニーズをくみ取り、本事業を取り巻く機会を的確に捉え、
新規顧客を獲得する等の「柔軟かつ⼤胆な経営⼒」及び、適切な維持保全技術により漏⽔未然防⽌を
図りながら更新投資を抑制する等の「新たな発想を形作る技術⼒」が求められる。

収益性の向上
・水需要減少に⻭⽌め
・新たな収益源を創出

柔軟かつ⼤胆な経営⼒
・大阪経済の動向やお客さまニーズをくみ取
る情報収集・分析⼒
・新規需要を開拓する営業⼒や提案⼒
・新サービス、付加価値を生み出す想像性

新たな発想を形作る技術⼒
・先進的な埋設管路の状態監視技術によって
維持管理に特化した管路保全体制を構築
・新発想による更新投資の抑制
・新⼯法、新材料の活⽤による⼯事費圧縮
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1-(2) ⺠間活⼒の導⼊

公による制約

新技術導入手続きの⻑期化
費用削減や工期短縮に繋がる新技術の活
用について、即応性に乏しい

需要開拓ノウハウの不⾜
企業との接触機会が少なく、情報収集⼒
が不⾜

⼊札契約制度の制約
創意工夫が発揮されにくい仕様発注

附帯事業のハードル
地方公営企業法上、本事業と密接な関
係にある場合等に限られる

民
間
活
力
の
導
入

柔軟性のない料⾦設定
需要家の使⽤状況にあった多様な料⾦設
定が⾏いにくい（硬直的な公平性）

収益性の向上

●多様な料⾦プランによる
水需要の喚起

●新規需要の開拓
●新サービスによる
新たな収入源の確保

コスト縮減

●管路の状態監視保全に
基づく投資財源の重点化

●⾃由度の⾼い契約方式

・公による事業経営のままでは「公による制約」のため、必要なノウハウの獲得が限定される。
・本事業の持つ強みを活かしつつ本事業を取り巻く機会を捉えるためには、「公による制約」を排し、
経営の⾃由度を⾼め、⺠間発想を最⼤限に活かすことができる官⺠連携⼿法によって、本事業に⺠間
活⼒を導⼊し、経営課題の根本的解決に向けた新たな事業形態への転換を図る必要がある。

あるべき姿

公
に
よ
る
経
営

必要なノウハウ

新たな発想を
形作る技術⼒

柔軟かつ大胆な
経営⼒
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・本事業へ⺠間活⼒を導⼊することで、あらゆる機会を捉える自由な発想による効果を期待する。

第２章 官⺠連携⼿法の導⼊ 2-(1) ⺠間活⼒への期待

●管路の状態監視保全に基づく投資戦略（2-4-4）
⺠間技術・ノウハウによる管路保全⽅針の転換、更新投資の⼤幅抑制

●⼯事コストの縮減、契約⾃由度の確保（2-4-5）
柔軟な⼯法・管材料の選択によって⼯事費に係るコスト縮減
⾃由度の⾼い契約⽅式によって調達⽇数を縮減、事務手続きを簡素化

●⺠間発想による先進的取組（2-4-6）
⺠間の最先端サービスや技術を本事業フィールドに実践的に投⼊、迅速な効果発現・利便性向上
水環境ビジネスの発展・技術革新に積極的に貢献

コスト
縮減

新しい
試み

＜市が⺠間活⼒に期待すること＞

●多様な料⾦プラン設定による水需要の喚起（2-4-1）
⺠間発想の多様な料⾦プラン・制度を設定、潜在的な水需要を喚起

●新規開始支援策等による需要の開拓（2-4-2）
お客さまニーズを捉えた新規開始・増設支援策やキャンペーンを実施、新規需要を開拓

●新たなサービスなどの活用による収入源の確保（2-4-3）
浄水設備の設置や工場内設備メンテナンスなど新サービスの展開、新たな収益源を確保

収益性
の向上
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2-(2) 官⺠連携⼿法の⽐較検討

・⺠間活⼒への期待を実現できる「経営⼒」と「技術⼒」の観点から、最適な官⺠連携手法について、
⽐較検討を⾏った。

※運営権とは、 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権を指す（以下、「運営権」）

5

検証
項目 指定管理者制度 包括業務委託 従来型PFI方式 公共施設等運営権制度

想定業務
範囲

運営管理
維持管理

維持管理
（改築更新）

建設・改築更新
（維持管理）

事業運営
維持管理、改築更新

事業者 市（⼜は⺠間事業者） 市 市 ⺠間事業者（又は市）

期間 概ね５年 概ね５年 ⻑期間
（15年以上が多い）

⻑期間
（15年以上が多い）

法的性質 ⾏政処分
（指定管理者の指定）

⾏政契約
（請負・準委任契約）

⾏政契約
（事業契約）

⾏政処分
（運営権※の設定）

議会の
議決

制度導⼊時
事業者選任時 議会の議決は不要 議会の議決は不要 制度導⼊時

事業者選任時

利⽤料⾦の
扱い

・事業者が市の場合、料⾦は市
が設定・収受（指定管理者へ指
定管理料⽀払い）
・料⾦は⺠間事業者が設定・
収受することも可能（事業者が
⺠間事業者で利⽤料⾦制の場
合）

・すべて市が収受（受注者へ委託
料⽀払）
・料⾦は市が設定

・すべて市が収受（受注者へサー
ビス対価支払）
・料⾦は市が設定

・市と⺠間事業者でそれぞれ料
⾦を収受
・事業管理者が⺠間事業者の
場合、料⾦は⺠間事業者が
設定



・公のガバナンスを確保しつつ、本市の求める期待事項に対処できる官⺠連携⼿法として、運営権制度
の優位性を確認した。

2-(3) 官⺠連携⼿法の⽐較検討(2)

凡例 ×：期待できない、△：一部期待できる、○：大きく期待できる

期待
事項等 指定管理者制度 包括業務委託 従来型PFI方式 公共施設等運営権制度

収益性の
向上 △

・料⾦プランの⼯夫は期待で
きる
・⻑期展望に⽴った⽀援策
や新サービスは期待し難い

×

・料⾦プランや新サービス等
の創意工夫は期待し難い
（お客さま契約、料⾦設定、
サービス内容設定は市が⾏
う）

△

・料⾦プランの創意⼯夫は
期待し難い（お客さま契約、
料⾦設定は市が⾏う）
・新サービス実施は本事業へ
支障をきたさないことを前提
に可能

○

・料⾦制度等に主体的な創
意工夫が期待される
・新サービス実施は本事業へ
支障をきたさないことを前提
に可能

コスト
縮減 △

・維持管理費削減が可能
・主体的な更新計画の策定
等は期待できない（施設
の維持管理から外れる）

△
・維持管理費削減が可能
・更新対象や工法等に係る
創意工夫が期待し難い
（契約時に仕様を確定）

△

・管路整備⽅針及び管材料
や⼯種等に⺠間の創意⼯
夫が期待される
・既存施設の維持管理には
別手法の併用が必要

○
・管路整備、維持管理⽅針
及び管材料や⼯種等に⺠
間の創意工夫が期待される

先進的
取組 ×

・公の施設の管理以外の事
業の実施はできない × ・市がサービス内容を設定することから期待し難い ○ ・先進的取組への挑戦、他

業種等への展開に期待 ○ ・先進的取組への挑戦、他
業種等への展開に期待

総合
評価

事業期間が短く、事業経
営・運営及び管路整備⽅針
の策定等に⻑期展望に⽴っ
た主体的な創意工夫が期
待し難い

市がサービス内容を設定する
ため、事業経営・運営及び
状態監視保全に基づく投資
戦略への主体的な創意工
夫が期待し難い

事業者が市であり、料⾦プラ
ンの工夫等の事業経営は期
待できない。管路整備⽅針
等への創意工夫は期待でき
るが、既存管路の状態監視
保全に対処できない

市投下資⾦の早期回収に
よる財政再建及び多様な料
⾦設定や管路維持コスト低
減等を通じた⺠間発想の経
営を実現可能
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第３章 運営権制度導⼊の基本スキーム（案） 3-(1) 事業スキーム
・上下分離⽅式により市のガバナンスを残しつつ、⺠間活⼒を積極的に取り込むことのできる運営権制
度を導入し、事業全般を⺠間主体の経営へ移⾏する。
■事業スキームのポイント
✔ 工業用水道施設に、運営権を設定
✔ ⺠間事業者の設⽴する運営会社（以下、「運営会社」）が工業用水道事業法上の事業許可を取得、
市は工業用水道事業を休止

✔ 市は運営会社から、事業運営に⾒合う運営権対価を得る
✔ 運営会社はお客さまから、料⾦全額を収受する（料⾦設定の裁量を付与）
✔ 浄⽔処理等の⽔づくり部⾨に係る業務は、市（上水）が実施（運営会社からの業務委託契約）
✔ 運営会社へのモニタリング業務等は、市（上水）が実施（市（⼯⽔）からの他会計分担⾦）
✔ 事業期間は10年間

大阪市工業用水道事業（休止）

運営権対価等 運営権
大
阪
市
水
道
事
業

モニタリング
業務等の委任
他会計分担⾦

工業用水道事業者（許可）

取
水
施
設

浄
水
施
設

配
水
施
設

配
水
管

設定

お
客
さ
ま

（
受
水
企
業
）

一般の需要
に応じ供給

支払

運営会社
水づくり部門の
業務委託契約

料⾦全額を
収受

工水会計（資産管理等）

委託料

料⾦
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3-(2) ⺠間事業者の選定

収益の安定・
増収への取組 費用削減の工夫 先進的事例

における新発想

✔ 新たな収益源の確保
✔ 夢洲まちづくりの進展

✔ 多様な料⾦プランによる
新規需要の開拓

✔ ICT技術による業務効率化

✔ 状態監視保全導入による
管路更新費用の削減

✔国内初の運営権制度を
活用した事業許可取得
による事業経営モデル

・運営権制度の導⼊により、⺠間メリットやノウハウ・技術を最⼤限に引き出すため、運営権事業の運
営会社は、公募⽅式によって幅広く⺠間事業者を募る。
・事業経営の企画提案を⺠間事業者に求め、市が様々な視点から評価することで、本事業の魅⼒を最大
限に引き出すことができる事業パートナーを「優先交渉権者」に選定する。

✔ 契約簡素化、調達コスト縮減

■市は提案の前提となる事項（遵守項目、評価指標、事業者の選定基準など）を設定・公表
■応募者は事業経営の企画提案書※を市に提出 ※ 管路の状態監視⼿法や更新対象に関する要求⽔準等の⼀部提案を含む

■市は「柔軟かつ⼤胆な経営⼒」「新たな発想を形作る技術⼒」の観点から評価・採点

本事業の持つ魅⼒を最大限に引き出すことができる優先交渉権者を選定

✔ 最先端技術・ノウハウ
の実践的導入
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・導入可能性調査において、専門家による各項目に対する調査・検討をすすめたところ、本事業に対
する運営権制度の導入について「実現性あり」と評価できることを確認した。

3-(3) 官⺠連携⼿法活⽤における実現性

■事業スキーム（事業範囲、官⺠リスク分担等）
✔本事業の抱える課題の克服のため、また⺠間事業
者に期待する事項の効果的な実現のために導入す
る官⺠連携手法は、運営権制度が最適

✔本事業の施設全体への運営権の設定と浄水部門の
上⼯⽔⼀体による管理運営は、法的に併用可能

■⺠間企業の意向調査
✔事業参画への関⼼を⽰す⺠間事業者が存在
✔事業許可による経営の⾃由度、管路における状態
監視保全の実現性に好感触を示す企業が存在

■ＶＦＭの検討・評価
✔検討する形態において、ＶＦＭが確保される

本事業への
運営権制度導⼊は

実現性あり

定性評価

定量評価
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3-(4) 今後の工程（案）

事
業
開
始

実
施
方
針
条
例
案
の
提
出
（
議
決
）

2018年度

・公募手続きの準備、実施
・実施契約書案の作成
・運営権設定許可取得に
係る国との協議
・システム改修 など

実施準備
PFI事業検討会議
市会等の審議

優
先
交
渉
権
者
へ
の
運
営
権
設
定
（
議
決
）

国
に
よ
る
許
認
可
等

実
施
契
約
書
締
結

導
入
可
能
性
調
査
結
果
（
本
資
料
）

市
と
し
て
の
導
入
方
針
決
定

導入可能性調査
マーケットサウン
ディング

運営権等スキームの詳細検討
・実施方針（案）の作成
・要求水準書（案）の作成
・VFM評価
・デューデリジェンス（資産等）

2019年度 2020年度〜（実施⽅針条例可決後２〜３年）

【2019年度予算】

新たな官⺠連携⼿法(運営権制度）
にかかるアドバイザリー業務委託
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・本市の求める成果・達成水準等、業務指標を盛り込んだ「実施方針」と「要求水準」を公表し、実
施⽅針条例案を議会に提出 ➡ 市会の議決を経て決定（PFI法第18条）
・⺠間事業者は、市の実施⽅針・要求⽔準書に基づく「事業計画書」を提案し、公募等の競争⽅式で
優先交渉権者として選定 ➡ 市会の議決を経て決定（PFI法第19条第４項）

運営権実施に向けた
準備
アドバイザリー契約
等

PFI法
第18条

PFI法
第19条
第４項


